
















































































































































































富んだ社会教育の諸活動を促進するためには、学習の機会と場所が日常生活の

身近かなところに豊富に用意されるとともに、その内容や方法等について一層

の工夫と配慮、が求められる。

これまでにも社会教育の展開に当たっては、事業の企画、 学習プログラムの

編成、団体の組織と運営、教材の開発等についてさまざまな工夫と改善が試み

られてきたが、今後は、学習情報の提供、学習相談などの新しい分野をも含め

て、社会教育の事業の充実を図る ための研究が一層推進される必要がある。

このため、県においては、社会教育に関する研究開発を行うための恒常的な

機関を設置し、文献、関係資料等を収集、整理し、基礎的、実証的な調査研究

活動を実施するなどして、その成果を市町村、団体、指導者等に広く提供すべ

きである。

また、県は、市町村や団体力:行う社会教育事業の充実に資するため、モデノレ

事業の企画、実験地区の指定、学習教材や資料の作成など先導的な役割を果た

すべきである。

2.生涯教育を推進ずる社会教育事業の拡充

(1 )情報提供・学習相談システムの確立

近年、新聞、テレビ、ニューメディアなどの情報伝達手段の発達は著 しく、

人びとははん濫する情報の洪水に流され、自我と個性を見失L、、価値感の混乱

や対立が顕著になっている。

このような情報化社会と呼ばれる現象のなかで、人びとが自らの学習意欲を

高め、効果的な自己開発を行うためには、学習に必要な情報が豊富に、しかも

適切に提供されることが前提となる。

このような情報の提供は、社会教育行政のなかでは従来ややもすると見すご

されてきたきらいがあるが、人び との日常生活のあらゆる学習活動を促進する

上で、最も重要な社会教育行政のーっとして認識されるようになってきており、

早急にその体制を整備することが求められている。

このため、県は、「学習情報サービスセンター」を設置し、新聞社、放送局、
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大学等の教育機関、行政機関あるいは市町村の社会教育施設等と十分に連携を

とって、人びとが求める各種の学習情報を収集、整理し、広く県民に対して提

供すべきである。

その際、収集、提供する情報としては、社会教育、文化、スポーツ施設の利

用等に関する情報、教育機関、行政機関、民間団体等が行う学習機会に関する

情報、社会教育関係団体、グループ・サークノレ等の活動状況に関する情報、団

体活動や学習活動に活用する指導者及び教材等に関する情報などがある。

また、学習に関する多様な相談に応じるため、「学習情報サーヒ4スセンター」

に学習相談員を置き、情報提供と学習相談を結ぶシステムを確立する必要があ

る。

さらに、地域の中心的な社会教育施設である公民館、図書館等に学習相談に

応ずる体制を整備し、県が設置する「学習情報サービスセンタ ー」 と有機的に

連携して情報提供、学習相談を行うなど、全県的な情報・相談機能のネットワ

ークの整備に努めるべきである。

(2)学習の機会と場の拡充

社会教育における学習の形態には、人びとが図書、放送などの学習媒体や図

書館、博物館などの資料を活用して進める個人学習と 、学級 ・講座や講習会な

どのように複数の人びとが集まって進める集合学習とがある。これまで、やや

もすると社会教育の学習の機会と場は、公民館が行う学級・講座や社会教育関

係団体が行う活動に比重を置いて考えられてきたきらいがあるが、今後は、そ

れらの拡充を図るとともに、人びとの多様な生活実態と学習要求の多様化、高

度化に対応した学習の機会と場の拡充が図られなければならない。

成人の場合は特に、生活上、職業上の制約が学習を阻害する一因ともなって

いるだけに、成人が学習に参加し易い条件を整備することが大切である。

このため、県は、社会教育施設の整備、学校施設の開放、施設利用の改善な

どについて市町村に対する援助を強化するとともに、放送やニューメディアと

呼ばれる情報媒体を活用した社会教育事業の拡充や図書館のレファレンスサー

ビスの充実などを図るべきである。



また、大学、高等学校等の開放講座や図書館、博物館、研究所等の専門講座

などそれぞれの機関がもっ専門的な機能を活用した学習の機会の拡充を図るべ

きである。

さらに、職業をもっ成人の生涯学習を推進するために、職業教育、職業訓練

と連携した学習の機会の拡充方策について関係行政機関、団体等との協議を進

めるとともに、企業に対して、勤労者が学習活動や地域での社会教育の諸活動

に参加する際の勤務上の特別措置を講ずるよう協力を申し入れることなどにつ

いて検討を進めるべきである。

(3) コミュニティー活動等の促進

地域づくり のための社会教育の諸活動は、これまで主として公民館の活動や

団体、グループなどの活動を中心として進められてきたが、今後は、地域のす

べての人びとが相互に交流を深めそれぞれの立場から積極的に参加し、自らの

地域は自ら守り育てるものとして展開されなければならなし、。このような地域

活動を促進するために社会教育行政においては、ふるさとの将来を考える住民

ンンポジウムの開催、郷土に伝わる生活文化の学習会、あるいは地域ぐるみで

行う奉仕活動や生産活動などを通して、人びとの自治意識を高め、地域連帯意

識の啓培を図り 、新しい地成社会の創造に資するための事業を積極的に実施す

る必要がある。

地減社会における青少年団体、婦人団体、 PTA、文化団体、スポーッ団体

等は、それぞれの活動を通して自己の充実向上を図り 、住みよい豊かな地域社

会の形成を目指しているものであり 、これらの団体活動の促進を図るための助

言、援助は社会教育行政の重要な分野の一つである。これら団体活動の基本は

自主性にあれそれを尊重する意味から行政の助言、援助は一方的な指導や指

示であってはならず、あくまでもこれらの集団活動の活性化に必要なリーダー

の養成や情報・資料の提供、相談機能の充実など側面的な条件整備を行うべき

である。

現在、県や市町村では、各種の団体のリーダー養成のための事業が広範に実

施されてはいるが、県と市町村、団体との連携は必ずしも十分ではなく、研修



のあり方にも一貫性が欠けていることが指摘される。

このため、県は市町村や団体と協カして、リーダー養成に係わるそれぞれの

役割を明確にし、系統的なリーダー養成のための研修規準等を作成するなどし

て、団体活動の活性化を図るべきである。

自らの経験や知識、能力を生かして社会的に活動するボランティア活動は、

最近、各地で取り組まれるようになうてきている。ボランティア活動は、活力

ある地域社会づくりのための活動であるばかりでなく、参加者自体の生きがし、

を高め、自己の成長に貢献する活動として大きな意義をもっている。現在、県

や市町村で、青少年、婦人、高齢者のボランティア活動を促進するための事業

が進められているが、今後は、これらの事業の拡充を図るとともに、ボラン

ティア活動に関する人びとの関心を高め、意欲のあるすべての人びとにボラン

ティア活動の機会と場を紹介するシステムを確立する方策を検討すべきである 。

(4)青少年健全育成事業の拡充

最近の青少年の非行・問題行動の激増は、我が国の大きな社会問題のーっと

なっている。特に、本県の場合、青少年人口に対する刑法犯少年の割合が全国

でも上位を占めるなど極めて憂慮すべき状況にある。その原因、背景について

はさまざまな要因が複雑に作用していると考えられるが、なかでも、家庭にお

ける子どものしつけ、親の養育態度・行動に重要な要因の一つがあるといわれ

ている。都市化、核家族化、家庭における子どもの数の減少などの状況のなか

で、家庭における子ども同土や世代相互間の接触による陶冶の機会が少なくな

り、基本的な生活習慣のしつけ、社会性や耐性のかん養など家庭の本来的な役

割が十分に果たされていない。

県教育委員会が実施した家庭教育に関する調査(昭和 55・57年)によっ

ても、かなり多くの親の養育態度・行動に過保護、過干渉、放任の傾向がある

ことが実態として明らかにされており、それだけに、家庭の教育機能の充実や

望ましい親の養育態度・行動等に関する学習活動や啓発活動が積極的に推進さ

れる必要がある。

このため、県は、家庭教育に関する相談の窓口を設け、「家庭教育カウンセ



ラー」を置くなどして、電話や面接による相談にいつでも適切に応えられるよ

うな体制を整備すべきである。また、資料の発行や研究集会の開催など啓発活

動の推進を図るとともに、特に家庭教育学級や PTAの懇談会等学校教育との

協力を促進するために関係者相互の協議をすすめ、社会教育、学校教育が連携

して行う事業を検討するなど総合的な施策の展開を図るべきである。

青少年にとって最も身近かな活動は、近隣社会での友だちとの遊びであり、

遊びの仲間が鉱大し組織化されたものが、団体 ・グループ活動である。これら

の団体・グル ープ活動には、スポーツ、レクリェーション、文化、科学、生産、

創作、社会奉仕などさまざまな内容があるが、子どものかくされた能力や資質

を引き出し、社会的ノレーノレを身につけさせるなど教育的な効果が大きいところ

から積極的に推進される必要がある。特に今後は、地域で行われる各種の行事

や郷土の文化の伝承活動に青少年が積極的に参加するようにすすめ、あるいは、

郷土の歴史、産業、生活、文化等について青少年が学ぶ「ふるさと学習」を促

進する施策を講じるなど、青少年に郷土に対する愛着心を育て、郷土の担い手

としての自覚を高めることも重要である。また、少年自然、の家、青年の家等が

それぞれの施設の環境と特色を生かして青少年が日常生活のなかでは体験でき

ない生活体験や自然とのふれあい、野外での訓練の機会を提供することも、青

少年の健全な育成を図る上で重要であり、県、市町村及び施設の一体的な取り

組みが望まれる。

(5)人権教育の推進

一人ひとりが人間らしく生きて L、く権利は世界人権宣言や日本国憲法で保障

されているが、現実の社会では、同和問題、障害者問題、高齢者問題、婦人の

性差別、民族問題等人びとの基本的人権を侵すさまざまな問題が生じている O

社会教育行政においてはこれらの問題を解決するための諸施策を講じてきた

が、今日もなお人びとの人権を侵す差別事象が続出していることは、人権問題

について人びとの理解がし、まだ十分でないことを示している。

社会教育は本来個人の学習要求を前提としてなされるものであるが、人権意

識が不十分と言わざるを得ない現状では、解決しなければならない重要課題と



して、人びとの人権思惣の高揚を図るための啓発活動を、社会教育を通じて徹

底させていく必要がある。

なかでも、同和問題は同和地区の人びとの市民的権利と自由が歴史的・社会

的な理由によって侵されるという重大な社会問題であり、同和問題の解決を図

ることは行政の責務である。

これまでの啓発活動においては、同和問題が自らの生き方にかかわる問題と

して、あるいは人間の尊厳にかかわる問題として人びとに自覚されなかったこ

とを反省し、今後の取り組みを展開していく必要がある。

社会教育における同和問題の啓発活動の場としては、従来通り、各績の学級、

講座、講演会、研修会等があるが、その啓発内容、手法は従来ややもすれば公

式的、画一的になりがちであ った。今後の啓発活動は、人権尊重の視点をふま

えた幅広い内容と身近かな生活課題をとり入れ多様な手法を駆使して、わかり

やすく、系統的、計画的になされるようにすることが大切である。

また、これら同和問題の解決をめざすには、人々が生活する家庭や地域との

関連を考える必要がある。人びとが人権について、いつでも、どこでも、正し

く語り合う社会的風土をつくることが大切であり、その風土の中から、共に生

きるという理念に基づいた人びとの合意が得られ、地域の連帯意識も生まれ、

同和問題解決のための基本的条件がつくられるのである。

人権教育を推進するに当たっては、同和問題をはじめ、障害者問題、婦人の

性差別問題、民族問題等人権の保障にかかわる差別問題について深い理解と認

識を持った地核指導者の存在は不可欠であり、その養成は、行政職員の研修と

ともに急務の課題である。

このため社会教育行政においては県教育委員会はもとより市町村教育委員会

や社会教育関係施設、及び関係団体がそれぞの役割を明確にするとともに、連

携をより密にし、一体となって人権思想の普及と人権教育推進のための総合的

施策を講ずる必要がある。



3. 生涯教育を推進する社会教育施股・環境の整備

。〉公民館の整備充実

公民館は、地域における社会教育の中心的な施設として、人びとの多様な集

会や活動の場として活用され、また、各種の学級、講座や講演会、講習会、展

示会等を開催し、体育及び文化に関する事業を実施するなど、地域文化の振興

と地域連帯意識の醸成等に大きく貢献してきた。その役割と成果は高く評価さ

れる。

今日、公民館には、地域における生涯教育推進のための学習センターとして

の役割が期待されているとともに、新しい地域社会の形成を図るコ ミュニティ

ーセンターとしての役割が改めて重視されている。

しかしながら、県内の公民館の整備状況は必ずしも十分ではなく、未設置の

市町村や地域も残されており、施設内容や職員の配置状況等において不十分な

公民館も数多く残されている。また、公民館の基本的な役割に基づいて事業の

改善充実を図ることも必要である。このため、県は、公民館の適正な配置を促

進し、施設、職員等の充実を図るため、公民館の整備充実に関する具体的な基

準を示し、市町村に対する行政指導と財政措置の強化を図るべきである。また、

自治 (町内)公民館との関係を含め、公民館が地域における生涯教育の中心的

な拠点として、社会連帯意識を醸成する場として機能していくための在り方に

ついて具体的、実証的な研究を進め、公民館の運営改善を図るための指針を作

成すべきである。

(2)図書館、博物館等専門施設の整備

人びとの教育・文化的な要求が一段と高まっている今日、図書、資料、記録

等を系統的に収集、整理して利用に供し、人びとの生活に必要な知識や情報を

提供する図書館の役割は極めて大きいが、県内の市町村の設置状況は全国的に

も低く、多くの市町村では閲覧サービスを主とする公民館図書室に依存してい

るのが現状である。

今後は、市町村立の図書館の設置や、市町村の学校、公民館、公共施設及び



地域文庫等を結ぶ図書館サービス網の整備を図るなど、人びとが、いつでもど

こでも図書館サービスが受けられるような体制を確立するとともに、県立図書

館と大学図書館、議会図書館等との連携を強化し、人びとの専門的な調査研究

活動や多様なレファレンスに応えていく必要がある。

このため、県は、市町村の図書館の設置促進を図り、図書館サービス網の整

備を図るための具体的方策について検討を進めるとともに、県立図書館の市町

村に対する指導援助機能やレファレンスサービス等について一層の充実を図るべ

きで‘ある。

博物館は、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する貴重な資料を収集、

保管、展示し、人びとの学習や調査研究活動を援助する実物教育機関である。

博物館は、その取り扱う資料の内容に応じて、科学博物館、歴史博物館、 美術

館あるいは総合博物館等の館種に区分されるが、本県の場合、その整備状況は

いずれをと っても他県に比べて著しく立ち遅れているのが現状である。

人びとが余暇を活用して、郷土の歴史や自然を学び、先人の残した貴重な文

化遺産をたずね、優れた芸術作品を観賞して豊かな情操を養い、科学技術の原

理にふれて創造性を培うことなどは、豊かな心を育くみ、文化的な地域の土壊

をつくる上で欠くことのできないものである。

したが って、県は博物館の地域配置構想を策定し、市町村や関係団体等と協

議してその計画的整備のための作業に着手すべきである。

特に、科学技術の進歩の著しい現代社会において郷土産業の振興と豊かで活

力ある地域社会を創造するためには、豊かな知性と創造性に満ちた人材を育成

する必要がある。そのため、青少年の心に科学へのロマンを育くみ、明日の地

域社会と産業を支える科学技術の未来を開発する力を養うことを目的とする

「青少年科学館J(仮称)を設置することを検討すべきである。

また、県立美術館の整備については、福岡県文化会館改築検討委員会の報告

の趣旨を踏まえ、郷土にゆかりのある作品を収集、展示し、複製や視聴覚教材

を活用した美術教育や美術に関する情報の提供を行し、、あわせて、県民の創作

活動の発表、交流の場として活用できる特色ある美術館構想に基づき、早急に

改築に着手すべきである。



さらに、視聴覚センタ一、視聴覚ライブラリー等の専門施設の整備について

も調和のとれた全県的ネットワークを十分考慮し、長期的展望に立った整備計

画を策定すべきである。

(3) 青少年教育施設の整備拡充

心身ともに健全な青少年の育成を図るためには、社会教育の場において、家

庭や学校では期待 しにくい生活体験、例えば、自然の中での遊びと鍛練、年齢

の異なる集団の中での役割分担や共同意識に立つ生活訓練などを得させること

が大切である。この意味で、自然の中での集団宿泊研修を通じて規律、協同、

友愛、奉仕の精神を養うことを目的とする青年の家、少年自然、の家、野営訓練

所などの青少年教育施設の果たす役割は極めて大きい。

しかしながら、県内のこれらの施設は、絶対数において不足し、まずこ内容が

不十分な施設が多いために、利用する学校や青少年団体の要望に十分に応え得

ない状況にある。加えて、今後は、文部省の「自然教室」構想にみられるよう

に、小・中・ 高等学校などの学校利用の大幅な増加が見込まれるところから、

これらの施設の整備拡充を望む気運が高まっている。

このため、県としては、今後の県内の青少年教育施設の整備鉱充方策につい

て基本的な方針を定め、市町村との協力のもとに計画的な施設整備を推進する

必要がある。

その際には、関連施設をも含めた全県的な施設の配置状況等を考慮に入れ、

青少年が簡便に利用できる施設として、自然との触れ合いのみならず地域の人

びととの交流、地減の文化や産業との触れ合いを可能にするような施設づくり

に取り組むべきである。

(4) 学校施設開放の促進

人びとの学習や活動は、生活の場である居住地周辺で行われることが多く、

身近かな施設として公立公民館や自治(町内)公民館が活用されているが、決

して満足のいく状況ではない。

このような意味から、身近かにある学校施設を開放し、人びとの体育・レク



リエーション、子どもたちの遊び場等として活用できるよう整備していくこと

が望まれる。

しかしながら、運動場や体育館などの学校体育施設の開放状況は必ずしも十

分ではないので今後一層施設の開放を促進していくとともに、管理上の困難性

はあるとしても、これからは、体育施設だけでなく、特別教室や学校図書室等

の開放も併せて考えていく必要がある。

また、新たな小・中・高校の建設の際には社会教育施設を併設するなどして、

学校施設との共同利用可能な施設づくりを積極的に推進していく必要がある。



第 4章 県立社会教育総合センタ の基本的在役割について

県立社会教育総合センター(以下「総合センタ ー Jとい う。)は、本県の生

涯教育を推進する中心的な機関であり 、県民の多様な教育・文化要求に応えて

活動の機会と場を提供するとともに、市町村や団体、関係機関等の社会教育事

業を援助することを基本的な性格とする施設である。

このため、総合セ ンターは次のような機能を果たす必要がある。

1 .研究・開発センターとしての機能

(1 )研究と開発

総合センターは、生涯教育の総合的な推進に資するため、「 生涯教育推進会

議 Jを主宰し、大学、高等学校等の教育機関、関係行政部局、民間団体、企業、

マスコ ミ等との連携を図り、新しい事業や学習プログラムの開発等を行う。ま

た、社会教育の内容、方法に関する実践的な調査研究を行L、、市町村のモデノレ

となる事業の開発を行う 。

(2)助言と援助

総合センタ ーは、調査研究の成果に基づき、市町村に対して社会教育計画の

策定、社会教育事業の企画、社会教育施設の運営等に関し専門的、技術的な助

言と援助を行うとともに、社会教育を行う団体、グル ープ等に対し必要な助言

と援助を行う 。

2. 学習情報サービスセンターとしての織能

(1 )学習情報の提供

総合センタ は、生涯教育に関する各種の情報や資料を収集し、県民の利用

に供するとともに、情報資料の作成、配布等により精選された学習情報をさま

ざまな方法で提供し、県民の学習意欲の啓発と学習活動の援助を行う。また、



映画、ビデオ、スライド、 OHP等の視聴覚教材を収集、製作し、貸出しを行

うとともに、放送その他の多様なメディアを利用した学習の促進を図る。

(2)学習相談

総合センターに学習相談員を置き、電話、面接等による学溜相談事業を行う 。

特に、家庭教育の充実振興に資するため、家庭教育カウンセラ一等を配置し、

青少年のしつけ、家庭教育上の悩み、健康、非行等に関する相談事業を行う 。

3. 学習・研修センターとしての機能

(1 )モデル的、広域的事業の実施

総合センターは、県民の広汎な学習、文化、スポーツ、野外活動のための機

会と場を提供するとともに、市町村のモデルとなる先導的な事業や市町村では

対応できない広域的な事業を実施する。また、施設の特色を生かした施設開放

事業や社会教育関係者の交流を促進する事業を行う 。

(2)指導者の養成

総合センターは、市町村の社会教育主事、公民館主事等の資質の向上に資す

るため、社会教育に関する専門的な研修講座を開設するとともに、長期、短期

にわたる受託研修生を受け入れる。また、社会教育関係団体のリーダ一等を対

象とする研修事業を行うとともに社会教育の内容に応じた民間指導者の養成と

活用を図る。

4. 膏少年健全育成センターとしての機能

。〉生活訓練、体験学習の場の提供

総合センターは、学校、青少年団体等に対し、文化、スポーツ、野外活動、

体験学習の機会と場を提供し、必要な生活指導、技術指導を行う。また、青少

年を対象に各種の生活訓練や体験学習のための事業を主催する。



(2)健全育成事業の実施

総合センターは、青少年健全育成に携わる民間指導者の養成を図るとともに、

ボランティアセンターを置き、青少年活動に関する情報、資料の提供、人材の

紹介等を行うとともに、在学青少年のボランティア活動や青少年の国際交流を

促進する事業等を行う。
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交通安全
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各種自動車販売・車検整備・定期点検

ー』

女 藤 商 ~ 
Z玄

代 表者 安藤義輝

福岡県朝倉郡三輪町大字栗田

T E L09462(2)3487(代)

すし会席・折 詰・幕の内・精進料理

仕出しの

仕出し部本庖 ft(09462) 2 -1 4 1 1 
駅前通り支庖 ft(09462)2-2 8 3 4 



2F大小宴会場

ん じん
新築落成、結婚パーティ折詰、鉢盛

甘木市頓田340~4 TEL (09462)-2-5692 

さわやかな環境づくりに奉仕する

ビル・家屋の綜合維持・管理

合資会社クリーン商会
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